
地 域 再 生 計 画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  ～つながるふるさと八女～常盤の森再生計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  福岡県、八女市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  八女市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

 本市は、福岡県の南部に位置し、北は久留米市、うきは市、広川町、西は筑後市、みや

ま市、南は熊本県、東は大分県と接している。 

総面積は、４８２.５３ｋ㎡と北九州市に次ぐ県下第２位と広大で、東部には標高１,２

３０.８ｍの県下最高峰の釈迦岳を擁し、それを源とした一級河川矢部川及びその水系の

星野川が市の中央付近を西に向かって流れ、有明海に注いでいる。 

地形は、東部から中央部にかけての起伏の険しい山間地帯と、中央部から西部にかけて

のなだらかな丘陵地帯、そして西部の平野地帯から構成されている。土地利用の状況は、

宅地１５.１１ｋ㎡(３.１%)、耕地７１.３９ｋ㎡(１４.８%)、森林３１７.５７ｋ㎡(６５.

８%)となっており、大半を森林が占めている。 

本市は、九州縦貫自動車道と一般国道３号が南北縦断し、一般国道４４２号がその中央

部を東西に横断している。その他に主要地方道久留米立花線、同玉名八女線、同田主丸黒

木線、同佐賀八女線、同八女香春線、同三潴上陽線、同浮羽石川内線及び一般県道湯辺田

八女線、同柳瀬筑後線、同唐尾広川線、同北川内草野線、同北矢部冬野黒木線、同八女小

国線、同上横山星野線などが幹線を形成している。 

しかし、市内にＪＲや私鉄がなく、さらに近年はバス路線の廃止が続き、移動はほぼ自

家用車に限られるような公共交通の空白地域が広がっている。 

また、本市はお茶をはじめとした果樹・野菜・椎茸などの各種農林産物の主要産地とし

て全国的な評価も得ており、農林業は最も地域特性を生かした産業として、本市の主要産

業に位置付けることができる。 

林業においても木材価格の低迷や担い手不足などの課題を抱えているが、近年高まりを

みせる環境対策や国土保全などの分野において、林業が果たせる役割は小さくない。 

さらに、本市には、豊富な自然環境や農山村を舞台とした田園風景や多彩な農産物、岩

戸山古墳や伝統的な町並み、様々な伝統工芸に代表される歴史文化資源など、数多くの観

光資源に恵まれており、各地域には交流滞在施設が点在している。 



これまでに、旧黒木町及び旧星野村において地域再生計画を策定(黒木町「環境共生の

里づくり」再生計画(平成１８年度～平成２２年度)及びみどりとロマンが育む山村再生計

画(平成１８年度～平成２２年度))し、それぞれの地域内で市道及び林道整備等を通じた地

域活性化のためのアクセス改善等に取り組み一定の効果は上げてきたが、合併前の旧町村

エリアでの整備に限られていたため、地域の豊富な資源を活かす十分なネットワークの構

築に課題が残った。市町村合併の実現により、生活や産業面でより大きな効果を期待でき

る広域ネットワークの形成が容易になったことで、道路をはじめとした交通ネットワー

クを構築し、市内外との交流機会を増やし、賑わいの再生とともに、自然環境や景観、

歴史・伝統、高品質の農林産物などの豊かな地域資源を活用した観光産業などの振興

が求められている。 

このため、本計画により市道及び林道の効率的整備を行い、交通ネットワークの整備を

図りつつ、森林整備による自然環境の整備促進等も推進するとともに、暮らしやすい生活

基盤の整備を進め、市内に点在する歴史・伝統・自然等の地域資源を一体化した周遊観光

ルートの開発等を通じて交流人口の増大を図り、地域の活性化につなげていくこととする。 

 

 （目標１）鉄道駅とのアクセス改善 

      本庁から九州新幹線筑後船小屋駅まで １８分 → １５分 

 （目標２）産地から八女地域木材共販所までのアクセス改善 ７０分 → ６０分 

 （目標３）観光入込客数 １８０万人／年間 → ２６０万人／年間 

（目標４）森林整備保育面積 １，６７５ｈａ → １，８２５ｈａ 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

黒木・星野線等の林道の整備を行うことにより、山村部から市街地までのアクセスを

確保し、都市部への移動時間短縮や大型木材運搬車輛による間伐材等運搬作業の効率化

及び保育作業の効率化を図り、森林整備推進および豊かな森林景観等回復を行う。 

また、幹線道路、生活道路などの改良整備を行うことにより、通行の安全性、利便性

の向上を図り県道、市道、農林道による安心して通行できる効率的な道路ネットワーク

を構築する。道路ネットワークの構築により点在する施設等へのアクセスを改善し、市

内外の交流機会を増やし、賑わいを再生する。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

道整備交付金を活用する事業  

  整備箇所等は別添の整備箇所を示した図面による。 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。 

・市道：道路法に規定する市道に認定済み。 



    新庄稲富線   （昭和６１年 １月２０日） 

    堤防線     （昭和６１年 １月２０日） 

    忠見９２号線  （昭和６１年 １月２０日） 

    長峰１５１号線 （昭和６１年 １月２０日） 

    城ノ下吉原線  （昭和５７年１１月２２日） 

    内町西草場線  （昭和５７年１１月２２日） 

    大坪源田線   （昭和５７年１１月２２日） 

    仁合線     （昭和５７年１１月２２日） 

    大梅本田線   （昭和５７年１１月１７日） 

    渡内鹿子生線  （昭和６１年 ３月２６日） 

    洗玉城山線   （昭和５７年１１月１８日） 

    下横山東西線  （平成 ７年 ６月１４日） 

    杠葉三川線   （昭和５７年１１月１８日） 

    古野麻生線   （昭和５７年１１月２７日） 

    蕨原鳥越線   （昭和５７年１１月２６日） 

    桑ノ平線    （昭和５７年１１月２６日） 

    藪線      （昭和５７年１１月２６日） 

    三倉線     （昭和５７年１１月２６日） 

・林道：森林法による筑後・矢部川地域森林計画(平成２０年策定)に路線を記載。 

     木浦線 

     黒木・星野線 

     仁田坂～国武線 

［施設の種類（事業区域）、事業主体］ 

  市道（八女市）、八女市 

  林道（八女市）、福岡県・八女市 

   [事業期間] 

    ・市道   平成２３年度～平成２７年度 

    ・林道   平成２３年度～平成２７年度 

   [整備量] 

    ・市道   整備量  １７，７５２m 

    ・林道   整備量  １４，５７３m 

[事業費] 

総事業費  ２，９８４，２００千円（うち交付金  １，４９２，１００千円） 

    ・市道   １，３９７，５００千円（うち交付金   ６９８，７５０千円） 

    ・林道   １，５８６，７００千円（うち交付金   ７９３，３５０千円） 

 



５－３ その他の事業 

  地域再生法による特例の措置を活用するほか、「～つながるふるさと八女～常盤の森

再生計画」を達成するため、以下の事業を総合的に実施する。【実施主体：八女市】 

 

①荒廃森林再生事業 

 荒廃した森林を再生することにより、公益的機能が十分に発揮できる緑豊かな環境

の森林として保全し、次世代へ引き継ぐ。 

 

②森林地域活動支援対策事業 

森林整備のための作業道整備等の事前活動に対する支援を行う。 

 

③森林整備加速化・林業再生事業 

 木材加工流通施設や高性能林業機械等を整備し、木材安定供給体制の確立と効率的

な林業再生体制の整備を図る。 

 

④観光交流（観光開発事業・地域観光イベント事業） 

 市内外の住民との交流を促進するため、市内に点在する観光資源をつなぎ合わせた

市内観光施設等のネットワークを構築し、歴史資源や伝統産業に加え奥八女の自然の

魅力を一体化した観光ルートを開発する。また、イベントやインターネットを活用し

たＰＲ活動の充実を図る。 

 

⑤地域公共交通ネットワークの構築（予約型乗合タクシー事業） 

 過疎化や高齢化が進行する山間地や、路線バス廃止による交通空白地域における住

民の移動手段の確保として、予約型乗合タクシー事業を導入した新公共交通システム

の構築を図り、本市の中心地域と周辺地域とを結ぶとともに、近隣の鉄道などとのア

クセスを確保し、住民の利便性の向上や市内外の交流を促進する。 

 

⑥定住・移住促進（空き家バンク事業） 

 市内外に対して地域の魅力を積極的に発信するとともに、空き家などを活用した交

流施策を推進し、定住人口や交流人口の拡大を図る。 

 

⑦マネジメント能力強化（八女市未来づくり協議会） 

 地域に根ざしたコミュニティ活動や、地域住民自らの手によるまちづくり活動の活

性化に向け、市民との協働によるまちづくりを推進する。 

 

 



６ 計画期間 

  平成２３年度から平成２７年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  計画終了時に、４に示す数値目標に照らし状況を各事業実施主体が調査、達成状況を

評価し、公表するとともに、改善すべき事項の検討等を行うこととする。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  該当なし。 

 


